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7. 短期調査（第 3 次）帰国報告会資料（調査結果およびミニッツ） 

 



- 285 - 

 



- 286 - 

 



- 287 - 

 



- 288 - 

 



- 289 - 

 



- 290 - 

 



- 291 - 

 

 

 



- 292 - 

8. 短期調査（第 4 次）帰国報告会資料（調査結果およびミニッツ） 

 

平成 14 年 7 月 17 日 

ルーマニア地震災害軽減計画第 4 次事前評価調査団報告 

1. 調査団派遣の背景と目的 

 ルーマニア（以下「ル国」）はヨーロッパで有数の地震国であり、特に首都ブカレストに被害が集中するこ

とから、地震対策が重要課題の一つとなっている。1940 年の大規模地震に続き、1977 年の Vransea 地震で

は、ブカレストを中心に多くの建築物の被害と 1570 名もの犠牲者が生じた。地震学者の間ではル国の大規

模地震の再帰期間は約 30 年と言われており、2007 年頃にまた大規模地震が発生し、現在でも古い建物が

補強をされないまま数多く市内に残されていることもあり、甚大な被害が生ずることが心配されている。 

 ル国では、1997 年に都市の全ての建物について地震危険度のクラス分けを行い、優先度をつけて建物

の耐震補強を実施することとしているが、同事業実施にかかる十分な技術を有しておらず、経済的かつ効果

的な耐震補修・補強技術の開発と耐震設計のための提言、基準作りが早急に必要とされている。 

このような背景のもと、ル国政府は我が国に対し「地震災害軽減計画」に係るプロジェクト方式技術協力を

要請してきた。 

第 4 回目となる今次調査では、第 1 次〜3 次短期調査結果を踏まえてル側のプロジェクト実施体制、協力

内容（活動計画、機材等）の 終確認、及び先方のプロジェクト実施機関となる“地震災害軽減センター”設

置に係る政令案の準備状況確認等を行うことを目的に派遣された。 

なお、調査結果に基づいてプロジェクト・ドキュメントを作成し、プロジェクト実施の必要性・妥当性を確認

した上で、2002 年 7 月末を目途に実施協議調査団を派遣し、R/D を締結する予定である。 

2. 調査団の構成 

 団長・総括 横井 俊明 独立行政法人建築研究所国際地震工学センター上席研究員 

 協力企画  大村 文   国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第二課 
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3. 調査日程 

 月 日 曜日 時 間 行程／活動 

1 6 月 22 日 土 
10:30 

15:45 

成田発(OS052) 

ウィーン着 

2 6 月 23 日 日 

10:45 

13:25 

ウィーン発(OS9311) 

ブカレスト着 

立ち上げ準備専門家との打ち合わせ 

3 6 月 24 日 月 

9:15 

10:00 

11:00 

JICA ルーマニア駐在員事務所との打ち合わせ 

在ルーマニア日本国大使館表敬 

公共事業交通住宅省（MLPTL)/ブカレスト土木工科大学（UTCB）/建築研

究所（INCERC）との協議 

4 6 月 25 日 火 

9:00 

11:00 

センター設置予定サイト（NCERC）視察 

MLPTL/UTCB/INCERC との協議   

ミニッツ準備 

5 6 月 26 日 水 

9:00 

11:30  

15:00 

センター設置予定サイト（UTCB）視察 

耐震補強実施建物視察   

MLPTL/UTCB/INCERC との協議   

ミニッツ準備 

6 6 月 27 日 木 
9:30 ミニッツ協議 

7 6 月 28 日 金 

9:30 

12:30 

15:00 

ミニッツ署名・交換 

昼食会 

在ルーマニア日本国大使館・JICA ルーマニア駐在員事務所への報告

8 6 月 29 日 土 

8:20 

9:05 

13:50 

ブカレスト発(OS9312) 

ウィーン着 

ウィーン発（OS051） 

9 6 月 30 日 日 
8:20 成田着 

 

4. 主要面談者 

公共事業交通住宅省（MLPTL） 

H.E. Mrs. Ileana Tureanu; State Secretary 

Mr. Gheorghe Tomoiala; Deputy General Secretary 

 Mr. Sorin Mugur Dumitrescu; Head of Office, Department of International Relations 

Mr. Cristian Stamatiade; Deputy Director General, Technical Direction for Construction 

Mrs. Stela Petrescu; Counselor, Technical Direction for Construction 

Mr. Emil Ionita; Expert, Direction for Financial Relations 

ブカレスト土木工科大学／国立建築研究所（ブカレスト本部） 
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Dr. Dan Lungu; Professor of UTCB／Director General, INCERC（兼務） 

ブカレスト土木工科大学（UTCB）                    

 Dr. Petre Patrut; Rector and Professor 

Dr. Radu Vacareanu; Associate Professor 

Mr. Mihail Iancovici; Assistant Professor 

Dr. Alexandru Aldea, Lecturer 

Mr. Cristian Arion; Structural Engineer 

Mr. Tiberiu Cornea; Structural Engineer 

国立建築研究所（ブカレスト本部） 

Mrs. Simion Elena; Deputy, Director of Department of Economy, INCERC 

 在ルーマニア日本国大使館  

三橋秀方 大使 

  西池万葉 三等書記官 

  飛林良平 三等理事官 

 JICA ルーマニア駐在員事務所   

  古川洋  所長 

  内田浩子 専門家 

JICA 専門家  

 斉藤大樹 専門家 

5. 調査結果 

(1) プロジェクト実施体制及び予算措置について 

 今次協議において、本プロジェクト要請元であるルーマニア公共事業交通住宅省（以下 MLPTL）

側より以下のとおり説明があった。 

プロジェクトの実施機関は「ルーマニア･日本地震災害軽減センター（Romanian-Japan Center for 

seismic risk reduction）」（以下センター）となる予定であり、センターは MLPTL 下の独立した公共機関

としてブカレスト工科大学（以下 UTCB）及び建築研究所（以下 INCERC）の協力の下で、Ordinance

により設立される（注：Ordinance とは、内閣が決定しすぐに発効するが、 終的に国会の承認が得ら

れなかった場合には効力を失うものである。）。なお、センター名称については、調査団より名称に「日

本」と冠してもプロジェクトは 5 年間で終了の予定であることを説明したが、プロジェクト終了後も日本よ

り客員教授を招聘する等何らかの技術交流を続けていきたいとのルーマニア側の希望により、日本と

冠すると説明があった。また、センターは本プロジェクト実施のためだけに設立されるものではなく、プ
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ロジェクト期間終了後も恒久的組織として地震対策に関する長期的な取り組みをするつもりであるとの

説明がされた。しかしこのことは入手した Ordinance からは読みとれず、口頭のみの確認に終わった。 

調査団はセンター設立にかかる Ordinance（Annex 1-1）及びブカレスト土木工科大学（以下 UTCB）、

国立建築研究所（以下 INCERC）間の取り決め規定する Protocol（Annex 1-2）を入手したが、それらに

よるとセンターは UTCB、INCERC それぞれに支部が設置され、両者の関係は並列となる。また、両機

関よりセンターの活動に必要な場所が無償でセンターに提供されることが確認された。センターの人

員配置は 31 人年とし、主に UTCB、INCERC から 18 名のフルタイム、26 名のパートタイムスタッフ（ﾊﾟ

ｰﾄﾀｲﾑは 1 人あたり 0.5 人と計算）が配置される予定である。 

なお、二つの別の機関のスタッフが共同で新たな取り組みをすること、二機関が地理的にも離れて

いることから、その連携が心配されるところ、打ち合わせの機会を設ける等、プロジェクト立上げ前から

本プロジェクトの実施基盤を作っていくことを調査団よりルーマニア側に要請した。また、センタースタ

ッフの半数以上がパートタイムスタッフになることを懸念したが、ルーマニアの労働形態において兼職

は一般的であり、フルタイムスタッフと同様にセンター活動に必要な責任を果たすとの説明がルーマ

ニア側よりあった。 

プロジェクトに必要な経費はすべて国家予算より手当てされることになっている。5 年間の予算計画

では、人件費を含み年間約 200 千 USD（2,500 万円）が確保される計画であり、機材設置にかかる工

事料、機材引き取り料等必要な経費はたとえ予算を超えたとしても、確実に手当てできるようにすると

の意思表示があった。スタッフの給与は 低でも公務員レベルとなるとの説明がなされたが、公務員

の給与水準は優秀なスタッフを集めるためには低いとの懸念がルーマニア側関係者より示された。し

かし、センターはマニュアルの出版、翻訳、研究請負契約等により、独自に収入を得ることもでき、プラ

スアルファ分はこれら独自の収入より手当されることになる見込みである。また、本プロジェクトではサ

イトが二箇所に分かれるため、プロジェクト活動には移動手段となる車が欠かせないが、車輌の提供

やコピー機、ファックス機等の事務機器もルーマニア側で用意されることになっている。 

なお、今回のミニッツ署名前に署名者の Deputy Secretary General より、「Ordinance については不

確定要素が多く、各省の了解を得る前に MLPTL だけの判断で提示することには問題があるので、今

回のミニッツ（Annex 1-1）に添付するものはあくまでドラフトとして扱ってもらい、後日 7/10 までに差し替

えを送付することとしたい旨説明があり、日本側もそれを了解した。 

(2) プロジェクト内容について 

今次調査団では、プロジェクトの成果が MLPTL 及び保健省、教育省等が行っている建物の耐震

補強事業に確実に実用化されるよう、プロジェクトで改善・開発された耐震補強基規準類が Technical 

Order(MLPTL 大臣の命)として発効するためのプロセス及び担当部署の確認を行い、関係者に対し、早

急に必要とされる耐震補強に本プロジェクトの成果を活かしていくよう求めた。MLPTL による耐震補
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強事業はクラスⅠに指定された建物のうちブカレスト市において現時点で 4 棟の補強工事が行われて

おり、2002 年中に他 5 棟の工事が予定されている。耐震補強設計の段階にある建物も 8 棟あり、徐々

にではあるが MLPTL による補強事業が進められていることが確認された。その他確認事項は以下の

とおり。 

 

 

①Project Design Matrix（以下 PDM）及び Project Document の確認 

PDM の"Over All Goal"（上位目標）を"Measures against earthquake-induced disasters in Romania 

are strengthened" と修正する事で合意し、PDM（Ver.3）を作成した。また、Project Document に関する

修正意見をルーマニア側、調査団双方から提出し、修正について合意した。 

②活動計画・機材供与計画の確認 

出すべき成果を協議し、活動計画表、想定される成果毎の担当者割当表、専門家派遣計画表、

C/P 研修計画表、機材リスト、機材設置に関わる責任分担表、機材毎の C/P 割当表を調査団から提示、

ルーマニア側と議論・修正し合意に達した。 

（３）実施協議調査団について 

実施協議調査団の日程は、8 月 1 日を R/D 署名予定日として双方調整する事で合意した。R/D へ

の署名者は、MLPTL トレアーヌ副大臣、調査団長に加え、"Acknowledged by"として、UTCB 学長と

INCERC 所長及び JICA ルーマニア駐在員事務所長が副署する事で合意した。 

以上 

（別添資料） 

１ 調査後確認結果（変更点）報告 

２ Ordinance 案（7/10 付差し替え） 

３ ミニッツ（写） 



- 297 - 

別添１ 

調査後確認結果（変更点）報告 

1．プロジェクト実施体制について（調査団報告5．（1）参照） 

調査終了後、7 月 10 日付で先方よりセンター設立に係る Ordinance 案の差し替えが送付されてきた。本

案はほぼ 終段階の案であり、MLPTL、財務省、教育科学省、法務省の覚書が添付された形で R/D 締結

後に各省を回覧され了解を得た後、Official Gazetteに掲載されて効力を発揮する。その後30日以内にセン

ターの組織内容が大臣により認可されることによりセンターが立ち上げられる。センター名称は「地震災害軽

減センター（National Center for Seismic Risk Reduction）」に変更されており、センターの設立目的は、日本

とのプロジェクトを実施することにあるとされている。その他の活動も認められてはいるが、大臣の認可が必

要となっている。 

本案を読む限り、センターはプロジェクト活動を行うために設立されることになっており、設立理念やプロ

ジェクト活動実施以外の職能については明記されていない。つまり、プロジェクト終了後のセンター活動につ

いては何ら計画されておらず、ルーマニア側のこれまでの説明に反し、プロジェクト終了後センターが存続

することは非常に不透明であると言える。一方、ルーマニア側の説明によると既に INCERC に地震防災部門

がある以上、新たに地震防災を目的としたセンターを設立して国の予算を当てることは、他の省の合意を得

られにくい、という事情があるため Ordinance 上には明記できないが、将来的にはプロジェクトの成果を生か

してバルカン地域の中心的なセンターにしていくことを意図しているとのことである（立ち上げ専門家による

確認）。但し、これは、センター設立の中心的人物となっているスタッフの意志である可能性が高く、MLPTL

の意志とは区別し、ルーマニア政府としての MLPTL の意志を確認しておく必要があると思われる。 

センターがタスクフォース式となるのであれ、恒久的機関になるのであれ、プロジェクトの成果が確実に出

され、その成果の実用化に向けてセンター及び MLPTL が全力を尽くし、プロジェクトの成果を生かしていく、

またプロジェクト終了後も UTCB 及び INCERC が供与された機材を十分に活用することについて実施協議

時にルーマニア側に再度確認する必要がある。 

2．R/Dについて（調査団報告5．（3）参照） 

調査後、外務省との協議に付した際、日本側代表者は調査団長のみで十分かつ望ましいとの外務省と

のコメントにより、日本側署名者は団長のみとすることとした。また、文言は外交文書として適当ではないとの

外務省の指摘により、"Acknowledged by"ではなく、”Witnessed by”とすることになった。 
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